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行使価額修正条項付第28回新株予約権（行使条件付）の取得及び消却に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年10月3日付の取締役会において、平成29年10月6日に発行いたしました株式会社モブキャ

スト第28回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につき、下記の通り、残存する全部の新株予約権を取

得するとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．取得及び消却する本新株予約権の内容  

発行期日 平成29年10月6日 

発行新株予約権数 12,000個 

発行価額 総額4,332,000円 

本新株予約権の目的である 

株式の種類及び数 
普通株式1,200,000株 

残存数 

（平成30年８月14日時点） 
11,071個 

取得金額 3,996,631円（本新株予約権１個につき361円） 

取得日及び消却日 平成30年10月19日 

※本新株予約権の詳細につきましては、平成29年9月20日付「第三者割当による行使価額修正条項付第27回

新株予約権及び行使価額修正条項付第28回新株予約権（行使条件付）の発行に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 



 

 
 

２．取得及び消却を行う理由 

本新株予約権は、平成29年10月６日に第27回新株予約権とあわせて発行され、２回号合わせてこれまでに調達

した資金は893,800千円になります。本資金につきましては、発行時の当社の事業戦略に基づき IP及びライセンス

取得費（304,925千円）、当社又は当社子会社における将来想定するM&A費用（403,000千円）、新規ゲームタイ

トルの開発費（49,775千円）、新規ゲームタイトルの配信に伴う広告宣伝費（136,100千円）に充当しております。

IP及びライセンス取得費については、現在開発中のゲーム「幽☆遊☆白書」、「モバサカ ULTIMATE FOOTBALL CLUB」

の契約最低保証金等により新規ゲームタイトルの核となる IPを獲得し、配信開始に向けて現在ゲームの開発を進め

ております。また、当社又は当社子会社における将来想定するM&A費用については、株式会社トムス（以下「トム

ス」といいます。）及びソーシャルキャピタル株式会社（旧株式会社ソーシャルキャピタル総合研究所）の株式を取

得し子会社化しており、トムスにつきましては本平成30年12月期第２四半期より当社グループの連結決算へ貢献

しております。これらの他、新規タイトルの開発費及び広告宣伝費につきましては、それぞれ現在開発中の「幽☆遊

☆白書」、及び配信を開始した「キングダム乱 -天下統一への道-」の初期プロモーション等に充当しております。 

上記のとおり、ゲーム事業が着実に進捗している中、当社は新たなステップとして本年４月１日を効力発生日とし

て持株会社体制へと移行し、それに伴い新たな事業領域を成長戦略の策定及びそのマネジメント、エンタテインメン

トコンテンツ化ＩＰやブランドの保有と設定いたしました。 

本新株予約権につきましては現在未行使の予約権が残っております。本新株予約権による資金調達で主に充当する

ことを想定していたゲームタイトルの開発費及び広告宣伝費については、M&A資金のように一時期に多額の支出を

要するものではなく開発の進捗に応じて月々徐々に積みあがっていくソフトウェア仮勘定に対応するなだらかな支

出を想定していたものでありましたが、本新株予約権には行使条件として行使にあたっての四半期ごとの業績条件が

設定されており、当該業績条件を満たした平成30年12月期第２四半期においては株価が下限行使価額を下回る水

準で推移したことから行使が進まず、また、現状は当該業績条件を満たしていないことから行使ができない状況にあ

ります。その一方で、現在は当社の組織体制の変更に伴い現行の持株会社体制下での投資、出資をメインとして一時

期に多額の資金が必要となることが想定されることから、今般、持株会社体制での新規の出資案件が決まり次第投資

できるように新たに第29回新株予約権を発行することとし、一定の行使条件のもとで資金調達時期が限定される本

新株予約権は買戻し及び消却を行うことといたしました。なお、第29回新株予約権の発行につきましては、本日開

示の「第三者割当による第29回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

３．今後の見通し 

当該新株予約権の取得及び消却について、当期の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 


